
    

次世代次世代次世代次世代法及び法及び法及び法及び女性活躍推進法に基づく女性活躍推進法に基づく女性活躍推進法に基づく女性活躍推進法に基づく    

一般事業主行動計画を一般事業主行動計画を一般事業主行動計画を一般事業主行動計画を公表しました公表しました公表しました公表しました    

2016 年 6 月 16 日 

日本信号株式会社 

 

日本信号は、2002 年 7 月 16 日に施行された「次世代育成支援対策推進法（以下、次世代法）」、2016 年

4 月 1 日に施行された「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下、女性活躍推進法）」に基

づいて、≪次世代法及び女性活躍推進法に関する一般事業主行動計画≫を策定し、厚生労働省の「両立支

援のひろば」に公表しましたので、お知らせいたします。 

※次世代法は、従業員 101 人以上の企業に対し、従業員の仕事と子育ての両立を図るため、雇用環境の

整備や、多様な労働条件の整備のための行動計画の策定などを義務付けるものです。 

※女性活躍推進法は、従業員 301 人以上の企業に対し、女性の活躍推進に向けて、採用者や管理職にお

ける女性比率等の数値目標を盛り込んだ行動計画の策定などを義務付けるものです。 

 

事業のさらなる成長、発展に向けて人材力の強化は不可欠であり、さらに独創性ある発想やイノベーシ

ョンを生み出すために、女性の活躍推進は欠かせないと考えています。性別にかかわらず能力を最大限発

揮できる風土を醸成するため、女性活躍推進の行動計画を策定し、実行していきます。 

 

【一般事業主行動計画概要】 

 １．期間 

   平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

 ２．目標 

 （１）男性社員も含め育児休職・育児フレックス・育児短縮勤務の各制度を利用しやすい環境整備を

行い、計画期間内の男性の制度利用者を 10 名以上とする 

 （２）年次有給休暇の取得促進策を実施する 

 （３）計画期間内にボランティア休暇の年間取得者を 70 人以上にする 

 （４）就業マニュアル、関係法令を周知するための管理職を対象とした研修会を実施する 

 （５）多様な働き方に資する各種制度について計画期間中の導入を検討する 

（６）技術職の女性を現員の 25 人から 35 人以上に増加させる 

（７）管理職（課長以上）に占める女性割合を 5%以上にする 

 

【両立支援のひろば】 

 ＵＲＬ：http://www.ryouritsu.jp/hiroba/ 

 

問い合わせ先 

 日本信号株式会社 人事部  〒100-6513 東京都千代田区丸の内１－５－１ 

Tel  03-3217-7149   Fax  03-3217-7300 

 



一般事業主行動計画 
 

社員が仕事と子育てを両立することができる働きやすい環境をつくることによって、全ての社員がその

能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 平成２８年４月１日～平成３３年３月３１日 

２．内  容 

目標１．男性社員も含め育児休職・育児フレックス・育児短縮勤務の各制度を利用しやすい環境整備 

を行い、計画期間内の男性の制度利用者を 10 名以上とする。 

  ＜目標実現に向けた施策＞ 

平成２８年４月～  ・社内報等を活用した諸制度の周知徹底 

         ・仕事と育児･介護の両立を支援する社内制度のガイドブック作成、配布 

平成２８年８月～  ・管理職への理解促進のための研修実施 

 

目標２．平成 27 年度以降、年次有給休暇の取得促進策を実施する。 

（従業員について年間の平均取得日数を 15 日以上とする。前計画期間における平均取得実績 12.8日） 

＜目標実現に向けた施策＞ 

平成２８年４月～  ・取得に関するアンケート実施など意識調査 

平成２８年８月～  ・社内報の活用、管理職研修等により啓蒙活動の実施 

平成２８年１０月～ ・各部単位での取得目標の設定と進捗管理 

 

目標３．計画期間内にボランティア休暇の年間取得者を 70 人以上にする。 

＜目標実現に向けた施策＞ 

平成２８年４月～  ・ボランティア休暇制度の意義･目的や申請方法･取得事例等を社内報等で

再周知 

・社会貢献の勧めなどを社内報で周知、研修等で啓蒙 

 

目標４．就業マニュアル、関係法令を周知するための管理職を対象とした研修会を実施する。 

＜目標実現に向けた施策＞ 

平成２８年４月～  ・管理職昇格者を対象とした研修時に、就業マニュアル、関係法令に関 

する内容を盛り込む 

平成２８年８月～  ・管理職を対象とした当該教育を定期的に実施する。 

 

目標５．多様な働き方に資する各種制度について計画期間中の導入を検討する。 

  ＜目標実現に向けた施策＞ 

平成２８年４月～  ・ダイバーシティに関する社員への啓蒙活動・意見聴取 

平成２８年１０月～ ・社員の育児支援に資する制度を社員とともに考え、導入を目指す。 

 

目標６．技術職の女性を現員の 25 人から 35 人以上に増加させる。 

＜目標実現に向けた施策＞ 

平成２８年７月～  ・日本経済団体連合会による「理工チャレンジ」企画に参画し事業所見学等

を開催する。 

平成２９年３月～  ・採用活動において技術系総合職の女子学生向けのセミナーを開催する。 

平成３０年４月～  ・技能職の女性社員の技術職への転換を促進する。 

 

目標７．管理職（課長以上）に占める女性割合を 5%以上にする。 

＜目標実現に向けた施策＞ 

平成２８年４月～  ・次世代女性リーダー養成プログラムを実施する。 

・管理職候補研修へ積極的に登用する。 

・管理職候補となる人材の中途採用を実施する。                                        

以 上 

別紙 


